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●防災基本計画

国〔国土交通省等〕、地方公共団体等の防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、 災害

時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理 した防災行動

計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要
に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から 訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な

運用に努めるものとする。

●長崎県地域防災計画

県、市町は、他の関係機関との連携の上、災害時に発生する状況を予め想定し、各機関が

実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるもの

とする。

また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓

練や研修等を実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。

●防災対策におけるタイムラインについては、避難の促進など災害対応力の向上に有効な対策

の一つ。今後、３年程度をかけて、水防災タイムラインの策定に取り組む。

県域タイムラインについては、当面 河川氾濫・高潮災害や土砂災害等を対象とする。

（全国的には、水害や火山噴火、地震津波、雪害タイムライン等が策定運用されている）

県域ＴМ → 市町ＴМ → コミュニティーＴМ → マイタイムラインを段階的に策定する。

※災害救助法適用に関する沖縄県の対応遅れなどにも有効

●令和７年度から、研修会、策定ワークショップ等を実施していきたい。今後、スケジュールをお

知らせしますので、是非、皆様のご協力をお願いしたい。
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